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学際融合教育研究推進センター　組織体制

センター長

運営委員会
（理事・センター長・部局長他）

教員

運営連絡会
（センター長・ユニット長他）

事務室  *
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運営委員会：センターの管理運営に関する重要事項を審議する。

運営連絡会：センターとユニット及びユニット間の情報共有、各ユニットの活動報告、センターの運営に関する事項の報告等を行う。

プロボストオフィス  *
1

　　　教育研究連携ユニット

  1  ナノテクノロジーハブ拠点ユニット
  2  こころの科学ユニット
  3  ⽣理化学研究ユニット
  4  政策のための科学ユニット
  5  アジア研究教育ユニット
  6  ⾼度情報教育基盤ユニット
  7  スマートエネルギーマネジメント研究ユニット
  8  ヒマラヤ研究ユニット
  9  超⾼齢社会デザイン価値創造ユニット
 10  熱帯林保全と社会的持続性研究推進ユニット
 11  ⼈⼯知能研究ユニット
 12  ⾮線形・⾮平衡プラズマ科学研究ユニット
 13  バイオ・⾼分⼦ビッグデータによる地球と⼈類に優しいソフト材料の創出拠点ユニット
 14  重⽔素学研究拠点ユニット
 15  光量⼦センシング研究拠点ユニット
 16「官」と「⺠」の関係ガバナンス実践研究ユニット
 17  ⽂化財保存のための環境制御に関する実践研究ユニット
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*
1　京都大学事務組織規程　第6条、第14条別表5

*
2　京都大学学際融合教育研究推進センターに置くユニット等に関する内規

　 　 教育研究連携ユニットの設置・改廃等に係る基準等について

センター長：京都大学の理事又は専任の教授のうちから総長が指名する。センターを総括する。
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